






 児心拍モニタリング、超音波断層装置をはじめとする各種 ME 機器の導入による妊娠・分

娩時胎児監視の進歩は NICU 管理の進歩ともあいまって、わが国における周産期死亡率を

著しく低下せしめ、現在では世界的にみても最高水準に達している。その一方、妊産婦死

亡に関しては、着実に減少傾向にあり、本年 3 月発行の“母子保健の主なる統計"におい

て 1994 年の妊産婦死亡率は 6.1 となり、欧米の統計に非肩しうる数値になってきている

ものの、やはり高率であるといえる。さらに、妊産婦死亡統計に関しては一般的に第 9回

修正国際疾病分類(ICD-9)を用いて集計されてきている(わが国では 1995 年 1 月から ICD-

10 を適用)が、この ICD に準じた届けが徹底している欧米諸国に対し、わが国においては

医師の自由裁量で記載される死亡診断書の内容により、特に間接的産科死亡が集計より外

れる可能性があり、ただでさえ高率とされるわが国の妊産婦死亡率がより高率となる可能

性が懸念されている。

 一方、我々はわが国の妊産婦死亡の実態を杷握するにあたっては、産科医療施設のみな

らず救命救急センタ-などの医療機関における調査も重要ではとの問題提起をした。すな

わち自宅・診療所での妊婦に異常の発生をみ、意識障害、心肺停止(CPA)など極めて重症

のものが救命救急センターへ搬送され、産婦人科医が関わることなく死亡してしまい、妊

産婦死亡統計から漏れる可能性を指摘したわけである。そこで今回、全国の救命救急セン

タ-に妊産婦死亡に関するアンケートを送付し調査を実施し、救急医療という観点から妊

産婦死亡につき考察し、その改善策の提言を試みた。


